
 

 

八 丈 町 

 

第１ 監査の目的 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が補助金交付等の財政

援助を行っている団体に対して、補助金の算定は適正に行われているか、財政援助に係る事業は

目的に沿って適切に執行されているか、監査を実施する。 

 

第２ 監査対象の概要 

 １ 監査対象団体及び局 

 （１）監査対象団体 八丈町 

 （２）監査対象局  都市整備局、福祉保健局、産業労働局、建設局及び教育庁 

 

 ２ 都との関係 

都は、八丈町に対し、町の実施する事務事業の推進に資することを目的に、区市町村公営住宅

整備事業等の事業に対し、補助金交付等の財政援助を行っている。 

補助金等の交付状況については、表１のとおり、交付している。 

 

（表１）補助金等の交付状況（八丈町）                     （単位：千円） 

年    度 
補 助 金 等 

内 訳 

補 助 金 負担金・交付金等 

件数 金     額 件数 金     額 件数 金     額 

平成２４年度 ８２ ２，４０４，５４４ ５７ ６９６，０１５ ２５ １，７０８，５２８ 

平成２５年度 ８８ ２，３４４，８５９ ６１ ７４７，９２５ ２７ １，５９６，９３４ 

（注）千円未満を切り捨てて表記しており、内訳と一致しない。 
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第３ 監査の範囲及び実地監査期間 

１ 監査の範囲 

平成２４年度（平成２４．４．１～平成２５．３．３１）及び平成２５年度（平成２５．４．

１～平成２６．３．３１）の事業について実施した。 

 

 ２ 実地監査期間 

 （１）本庁（都市整備局、福祉保健局、産業労働局、建設局、教育庁） 

 平成２６年５月１２日 

（２）八丈町 

平成２６年５月１４日 

 

第４ 監査の結果 

八丈町に係る、表２に記載されている補助対象事業等については、申請書、決定通知書、実績

報告書及び証ひょう等により、補助金の算定は適正に行われているか、事業は、適切に執行され

ているかについて検証した。 

   その結果、補助金の算定は検証した限りにおいて適正に行われており、事業は財政援助の目的

に沿って適切に執行されていると認められる。 

   なお、平成２６年７月２５日付け住民監査請求による監査により、町は補助対象事業の工事が

完了していないことを認識しながら、完了したとして、建設局に市町村土木補助事業補助金（道

路事業）交付申請を行ったことが認められた。 
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（表２）補助対象事業等の事業実績                         （単位：千円） 

区
分 

所管局 名    称 
交付額（八丈町） 

対象事業等の内容 
平成 24 年度 平成 25 年度 

補 

助 

金 

都
市
整
備
局 

区市町村公営住宅整
備・家賃補助事業補助金 

87,299 111,944 

公営住宅の建設及び家賃補助に要する経費 

①住宅整備事業 

（補助率：国４５／１００、都１／４） 

②家賃補助事業 

（補助率：１／２） 

福
祉
保
健
局 

簡易水道事業等補助事
業補助金 

87,012 119,752 

市町村が行う簡易水道事業等の施設整備事業

に要する経費 

①国庫補助事業 

（補助額：（都補助基本額×３/４）－（国庫

補助基本額×１/２）） 

②都単独事業（補助率：７／１０） 

障害者施策推進区市町
村包括補助事業補助金 

42,278 42,132 

区市町村が地域の実情に応じ、創意工夫を凝

らして主体的に実施する障害者に対する福祉

サービスの充実に要する経費 

①先駆的事業（補助率：１０／１０） 

②選択事業（補助率：原則１／２） 

③一般事業（補助率：ポイント制） 

子供家庭支援区市町村
包括補助事業補助金 

14,397 13,896 

区市町村が地域の実情に応じ、主体的に実施

する子供家庭分野における基盤の整備及びサ

ービスの充実に要する経費 

①先駆的事業（補助率：１０／１０） 

②選択事業（補助率：原則１／２） 

③一般事業（補助率：ポイント制） 

高齢社会対策区市町村
包括補助事業補助金 

10,291 9,686 

区市町村が行った高齢者分野の在宅福祉サー

ビスを中心とした地域福祉サービスに要する

経費 

①先駆的事業（補助率：１０／１０） 

②選択事業（補助率：原則１／２） 

③一般事業（補助率：ポイント制） 

産
業
労
働
局 

八丈町における勤労者
福祉支援事業補助金 

25,655 25,599 

八丈町における勤労者の福祉の向上に資する

ため、八丈町が行う地域勤労福祉会館支援事

業に要する経費 

（補助率：１０／１０） 

東京都シルバー人材セ
ンター事業補助金 

10,100 9,350 

区市町村毎に設置されているシルバー人材セ

ンターに対し、その育成・援助を図るため、

区市町村負担に要する経費 

（補助率：１／２） 

東京都離島漁業再生支
援事業補助金 

13,716 11,982 

離島漁業の再生を図るために要する経費 

①再生支援（補助率：国１／２、都１／４） 

②再生支援推進 

（補助率：国１０／１０） 
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（表２）補助対象事業等の事業実績                         （単位：千円） 

区
分 

所管局 名    称 
交付額（八丈町） 

対象事業等の内容 
平成 24 年度 平成 25 年度 

補 

助 

金 

建
設
局 

市町村土木補助事業補
助金 
(道路事業(都市計画道
路以外)) 

211,248 203,865 

市町村道の新設事業等に要する経費 

①道路改良等（補助率：１／２） 

②舗装補修等（補助率：３／１０） 

市町村土木補助事業補
助金 
(公園事業) 

12,500 25,000 
都市公園の整備事業に要する経費 

（補助率：国１／２、都１／４） 

教
育
庁 

緑の学び舎づくり実証
実験事業補助金・東京都
公立学校運動場芝生化
維持管理経費補助金 

11,752 666 

公立学校の芝生化に要する経費 

①芝生工事等 

（補助率：１０／１０） 

②芝生の専門的維持管理作業等 

（補助率：１／２） 

負

担

金 

福
祉
保
健
局 

障害者自立支援給付費
都負担金 

38,882 42,177 

区市町村が支弁する自立支援給付費の一部を

負担することにより、障害者等の福祉の増進

を図る。 

国民健康保険保険基盤
安定都負担金 

26,358 25,580 
国民健康保険の被保険者の保険料負担の軽減

を図る。 

後期高齢者医療保険基
盤安定都負担金 

18,873 18,676 
後期高齢者医療負担制度の被保険者の負担料

の緩和を図り、財政基盤の安定化を図る。 

国民健康保険高額医療
費共同事業都負担金 

10,143 10,486 

国民健康保険の区市町村保険者に負担金を交

付することにより、国民健康保険事業の安定

化を図る。 

介護給付費都負担金 119,806 129,382 
介護保険財政の維持のため、介護保険法で定

められた保険給付に係る費用の負担 
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